
 

報告項目 報告内容 

被処分者の氏名又は法人名称 三宅 紀子 

登録番号又は法人番号  99337773 

所属する単位会  岡山県行政書士会 

事務所名称  行政書士三宅紀子事務所 

事務所所在地  岡山県岡山市北区一宮 892-7 

処分年月日  令和６年４月１日 

処分内容（種類）  廃業の勧告及び廃業するまでの間の会員の権利の停止 

上記処分をした理由 

 三宅会員は、岡山県行政書士会会則第２１条による納付すべき会

費を正当な理由なく滞納したことによる。 

 よって、行政書士法第１３条に違反、岡山県行政書士会会則第６

２条第３項に該当。 

上記処分の根拠となった法令及

び会則の条文 

行政書士法第１３条 

 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合 

会の会則を守らなければならない。 

岡山県行政書士会会則第６２条第２項 

 前項の催告を行っても、なお会費の納入が行われない場合には、

会費滞納者の会員として業務を継続して行う意思の有無につい

て、会長の諮問に基づいて綱紀委員会が実施する聴聞及びその答

申によって確認しなければならない。 

同条第２項 

 本会は、前項の規定による意思の確認の結果、その意思がない

と認められる者（中略）に対して、理事会の議決を得た上で廃業

の勧告を行うものとする。 

 


